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1．はじめに

2018 年 10 月の日本経済新聞に「70 歳雇用へ
企業に数値目標　政府、計画義務付け検討」と
いう見出しとともに、次のような内容が掲載さ
れた。記事によれば、「政府は継続雇用年齢を
65 歳以上に引き上げる法改正に向けて、企業
に対して 70 歳までの雇用を促すための計画の
策定を義務付けることを検討していることが分
かった。計画に盛る具体的な数値目標の項目な
どは今後詰めるが、65 歳以上の高齢者を一定
以上雇用することなどを求める見通し（日本経
済新聞、2018 年 10 月 19 日）」であるというこ
とで、70 歳への雇用延長に向けた動きが活発
化している。
上記以外にこれまでも、高年齢者雇用、ある
いは生涯現役社会構築にむけた政府の方針ある
いは見解として、いくつかの提言がなされてい
る。たとえば、平成 28 年 6 月に閣議決定され
た「ニッポン一億層活躍プラン」のなかでは、「高
齢者の就労促進」という項目が設けられ「将来
的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めて
いくための環境を整えていく必要」が示され、
「65 歳以降の継続雇用延長や 65 歳までの定年
延長を行う企業等に対する支援を実施し、企業
への働きかけを行う」ことが提起されている。
また、平成 29 年 3 月の「働き方改革実現会議」
による提言では、「11．高齢者の就業促進」と
いう項目において「65 歳以降の継続雇用延長
や 65 歳までの定年延長を行う企業への支援を
充実し、将来的に継続雇用年齢等の引上げを進
めていくための環境整備」を行うことが示され、
「2020 年度までを集中取組期間と位置づけ、助
成措置を強化するととともに、新たに策定した
継続雇用制度や定年延長の手法を紹介するマ
ニュアルや好事例集を通じて、企業への働きか
け、相談・援助」を行うことが提起されている。
国による高齢者（高年齢者）対策としては、
平成 30 年 2 月に閣議決定された「高齢社会対
策大綱」の基本的考え方において「（1）年齢に
よる画一化を見直し、全ての年代の人々が希望
に応じて意欲・能力をいかして活躍できるエイ
ジレス社会を目指す。（2）地域における生活基
盤を整備し、人生のどの段階でも高齢期の暮ら
しを具体的に描ける地域コミュニティを作る。

（3）技術革新の成果が可能にする新しい高齢社
会対策を志向する。」という点が提示されてい
る。また、同大綱内には高齢者の就業・所得に
ついて、「（1）エイジレスに働ける社会の実現
に向けた環境整備」として、（a）多様な形態
による就業機会・勤務形態の確保、（b）高齢
者等の再就職の支援・促進、（c）高齢期の起業
の支援、（d）知識・経験を活用した高齢期の
雇用の確保、（e）勤労者の職業生活の全期間を
通じた能力の開発、（f）ゆとりある職業生活の
実現、などが挙げられている。
日本における公的年金制度については近年、
いくつかの改革が行われている。高年齢者雇用
に関連する内容としては、老齢厚生年金の支給
開始年齢引き上げについての議論は多くの関心
をもって受け止められている。すでに、平成
12 年の法律改正を受けて、特別支給の老齢厚
生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢は、平
成 25 年度から平成 37 年度にかけ、段階的に
60 歳から 65 歳に引き上げられることが決定さ
れている。多くの企業においては定年となる年
齢と年金の支給開始年齢にタイムラグが生じな
いように、労使での協議が進められるとともに、
60 歳以降も継続して働くことができるような
制度的側面についての準備が整えられることと
なった。
本稿では、高年齢者雇用のあり方について、
探索的に明らかにすることを目的とする。具体
的には、愛知県において実施された「高年齢者
就業ニーズ調査（平成 29 年度）」結果の整理を
つうじて、高年齢者の就労ニーズの一端を示す
とともに、企業サイドにおける高年齢活用ニー
ズとのマッチングの方向性を示し、今後の高年
齢者雇用に係るアプローチを探るものである。

2．高年齢者雇用をめぐる諸問題

高齢者の就労ニーズについて考察する際に、
分析視角の 1つとなるのは、高年齢者自身が「な
ぜ働きたいのか」ということと、「どのように
働きたいのか」という点である。換言すれば、
前者は「高年齢者の就労動機」ということであ
り、後者は「高年齢者の就労にかかる価値観」
であるといえよう。福島（2006）では、高年齢
者の就労ニーズを「働く理由＝就労動機」「働
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き方の志向や就労価値観＝価値観」の 2つに大
別し、それぞれに関連する先行研究・調査の整
理が試みられている。

Super（1957）のキャリア・ステージ論では、
職業生活におけるステージとして、①成長段階
（～14歳ごろ）、②探索段階（15歳～24歳ごろ）、
③確立段階（25 歳～ 44 歳ごろ）、④維持段階（45
歳～ 64 歳ごろ）、⑤下降段階（65 歳～）とい
う 5つが提示されている。いわゆる高年齢者は
5番目のステージにあると考えられるが、この
段階においては、心身の衰えに伴い、職業世界
からの引退と退職後の生活について方向を見出
そうとする動きが現れるとされている。

Havighurst（1972）は、年代に応じた発達
課題に関連して、65 歳以降の発達課題として
「退職と収入の減少への適応」を挙げている。
高齢期に迎える職業生活からの引退に伴い、高
年齢者は定期的な収入の減少と仕事を失ったこ
とによるむなしさに直面する。退職による仕事
および働く場の喪失感と収入源への対応を、再
び働こうとすることによって果たそうとする動
きがここに出現する。このような場合、企業側
が退職について弾力的なプログラムを有してい
ない場合、引き続き働き続ける可能性があるこ
とが指摘されている。ここに高年齢者の就労に
かかる動機として「定年退職後の生活への適応」
ということが浮かび上がってくる。
実際に、青井・和田（1983）による大企業の
従業員および定年退職者の意識調査結果も上記
と整合的である。同書によれば、我が国におけ
る定年退職者の場合についてみると、定年後の
生活に適応・対応していくために再び就労する
ことが重要であると考えられていることを明ら
かにしている。
他方、高年齢者の就労については、定年退職
後の生活を見据えながらも、仕事による収入に
ついて生活費への充当を専らとして行われるわ
けではなく、「やりがい」や「働きがい」を求
める傾向があることも各種調査・研究から示唆
されるところである。
田尾・高木・石田・益田（2001）によれば、

高齢期の就労価値観にかんして、高年齢者は「挑
戦」、「能力発揮」「快適な職場」「ゆとり」「対
人志向」などの意欲を有し、それらの性質を備
えた仕事を望むということを明らかにしてい

る。具体的には、シルバー人材センターに登録
している高齢者 1402 名を対象に、41 項目から
なる質問紙調査を実施、働く意欲について因子
分析を行い 6つの因子を抽出している。高齢期
の働く意欲に関連する因子として抽出されたの
は、挑戦的な仕事を望む「挑戦因子」、すでに
有している能力を発揮して高い評価を得ること
を望む「能力発揮因子」、快適な職場での仕事
を望む「快適な職場環境因子」、ゆとりのある
仕事を求める「ゆとり因子」、屋外での仕事を
好む「屋外志向因子」、広く人との接触を求め
る「対人志向因子」であった。
このように考えると、定年後の見通しは必ず

しも暗いイメージばかりではないように思えて
くる。前田（2005）では、定年退職者を対象と
した意識調査の結果として、調査期間（1991 ～
2001 年）を通してといった定年退職に対する
否定的イメージ（例：「組織や肩書きがなくなる」
「接触する人や情報が減る」）の減少と、逆にな
どの肯定的イメージ（例：「自由な時間が増え、
自分を取り戻す」「新しい人生が開ける」）の増
加が報告されている。
いうまでもなく、高年齢者の就労ニーズに影
響を与える要因は、高年齢者自身の就労意欲お
よび就労価値観の側面からのみ説明しうるもの
ではない。とくに、前者の就労意欲に影響を及
ぼすのが年金による収入との関係である。高齢
者の就労行動には、年金制度の影響を抜きにし
て考えることはできない。ごく単純に考えたと
しても、年金から得られる収入が充分ではない
場合や、年金が受給できる年齢と企業を退職す
る年齢に乖離が見られる場合、それらを補うた
めに働こうとすることは想像に難くない。一方
で、財源および社会保障の趣旨に鑑みれば、高
齢期の生活において必要かつ十分な額を上回る
ような年金の支給を行うことは、現実的な対応
として実現することが難しいであろう。した
がって、日本をはじめとする各国の年金制度で
は、仕事から得た所得がある高齢者について、
その所得が一定水準を超過した際、年金支給額
の一部または全額が減額される制度（earnings 
test：所得制限）が設けられていることが少な
くない。
田村（2017）では、年金制度における所得制
限（earnings test）が高年齢者の就労に与え
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る影響について、余暇と消費財の 2財を用いた
予算制約線の変化から経済学的分析が行われて
いる。
田村（前掲）では、年金制度における所得制
限（earnings test）制度が改正される際のパ
ターンとして、「①年金給付額を減額させる閾
値の変更」および「②年金給付額を減額させる
制度自体の廃止」というパターンを設定し、次
のような分析が試みられている。
田村（前掲）の分析から、「年金給付額を減額

させる閾値の変更」というパターンについて、所
得制限の制度変化が高年齢者の就労に及ぼす影
響を見てみよう。図表 2および図表 3に、年金

給付額を減額させる閾値を引き上げた場合の予
算制約線の変化が示されている。図表内の点線
で改正前の予算制約線の変化が、実線は改正後
の予算制約線の変化がそれぞれ示されている。
制度改正前は、消費財が「旧閾値」の水準を
超えると、超えた分について年金支給額が減額
されることが設定となっている。このことによ
り、就労により実質的に得られる賃金率はW1 
となり、年金減額制度が無かった場合の賃金率
（W2）と比べて小さくなる。この場合には、最
適な余暇と消費財の組み合せが A1、B1 となる
という。
次に、所得制限（earnings test）が改正され、

 
出典：田村（2017）p.80 の図 1を引用

図表 1：所得制限の閾値変更に伴う労働供給の増加

出典：田村（2017）p.80 の図 2を引用

図表 2：所得制限の閾値変更に伴う労働供給の減少
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その閾値が引き上げられた場合を見てみると、
この場合には、消費財が「新閾値」の水準に達
するまでの間、賃金率はW1 からW2 へと上昇
する。それに呼応して、相対的に割高となった
余暇を減らして労働供給を増やす動きと、相対
的に割安となった消費財を増やそうとする動き
が生じてくる。また、賃金率が上昇したため、
従前どおり働くことなく同水準の消費財を得ら
れるため、労働供給を減らし、余暇を増やす動
きも生じてくるという。
田村（前掲）では、図表 2および図表 3のよ
うに、上記の二つの動きの大小関係によって、
労働供給が増えるかどうかが決まってくること
が示されている。すなわち、図表 2には、代替
効果（L3 → L1）が所得効果（L1 → L2）より
大きく、所得制限（earnings test）の閾値が
変更されることにより労働供給が増加するケー
スが示される。また、図表 3には、所得効果（L4 
→ L6）が代替効果（L5 → L4）より大きく、
所得制限（earnings test）の閾値が変更され
ることにより労働供給が減少するケースが示さ
れる i。
さらに、田村（前掲）では「年金給付額を減
額させる制度自体の廃止」というパターンが考
察される。この場合、所得制限（earnings 
test）制度自体を廃止する場合については、図
表 2と図表 3に見られる「新閾値が十分に高い
場合」の議論を援用して考えることができると
いう。
なお、田村（前掲）におけるレビューによる
と、Song and Manchester （2007）、Disney 
and Smith （2002）、Baker and Benjamin 
（1999）、Hernæs and Jia （2013）などのように、
閾値が変化（引上げ、または廃止）すると、高
齢者の就労は促進されるという見解が多く見ら
れるという。一方、閾値を引き上げることで総
労働時間が減少したとする Friedberg （2000）
や、閾値の引き上げは男性労働者の就労行動に
有意な影響を与えなかったとする Gruber and 
Orszag （2003）などの研究も紹介されており、

ⅰ 田村（2017）では、所得制限（earnings test）の閾
値が変更されることによって、労働供給が増加・減
少する両方のパターンが理論的にはあり得ることが
示されているが、ここではその詳細に触れない。

「学術的に十分なコンセンサスがあるとはいえ
ない（p.83）」とまとめられている。
このように、年金制度が高年齢者の就労に影
響を与えることは疑いのないところであるよう
に思われる。年金制度における所得制限の改正
はもちろん、年金の支給開始年齢の引き上げの
影響も考慮に入れる必要があろう。平成 25 年
8 月に提示された「社会保障制度改革国民会議
報告書」においては、支給開始年齢が次のよう
に整理されている。「支給開始年齢については、
将来の年金の給付規模の伸びを抑制する観点か
ら、専ら年金財政上の問題として議論されてき
た。しかし、2004（平成 16）年の制度改革によっ
て、将来の保険料率を固定し、固定された保険
料率による資金投入額に年金の給付総額が規定
される財政方式に変わったため、支給開始年齢
を変えても、長期的な年金給付総額は変わらな
い」。
したがって、「今後、支給開始年齢の問題は、
年金財政上の観点というよりは、平均寿命が延
び、個々人の人生が長期化する中で、ミクロ的
には一人一人の人生における就労期間と引退期
間のバランスをどう考えるか、マクロ的には社
会全体が高齢化する中での就労人口と非就労人
口のバランスをどう考えるかという問題として
検討」が行われていくと考えられる。

3．高年齢者雇用の促進に係る政策的展開

本節においては、高年齢者雇用の促進に係る
政策的な展開について、法的側面および制度面
の整理を試みる。第二次大戦後の経済状況に鑑
みると、高齢労働者対策の主眼とされたのは中
高年の労働者、炭坑等からの離職者についての
就職促進であったとされる嶋崎（2004）。しかし、
昭和 45 年に 65 歳以上人口の割合である高齢化
率が 7％に達し、日本企業の多くが当時採用し
ていた 55 歳定年制を、高齢化社会の到来に歩
調をあわせるかたちで改善を行おうとする政策
の展開が図られることとなった。こうして制定
されたのが、高齢者雇用に係る基本法である「中
高年齢者雇用促進特別措置法（昭和 46 年制定）」
である。
その当時、ターゲットとされていたのは「60
歳定年」の普及であった。60 歳定年への延長
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が「雇用対策基本計画」に明記されたのは、第
2次雇用対策基本計画（昭和 48 年）であった。
同時期に制定された「雇用対策法（昭和 48 年）」
において、定年延長のための施策充実が提起さ
れることとなった。「60 歳定年の普及」という
旗印は、各年次の雇用対策基本計画に記載され、
昭和 58 年の「第 5 次雇用対策基本計画」に
おいても 60 歳定年の普及が努力目標とされ
ていた。
昭和 61 年に制定された「高年齢者雇用安定
法」は、それまでの「中高年齢者雇用促進特別
措置法」を抜本改正したものであり、内容には
60 歳定年が「事業主の努力義務」として法制
化された。同時に、事業主による高年齢者等の
再就職援助、国による助成、シルバー人材セン
ターの指定等も規定され、ここに至って高齢者
雇用促進のための法的枠組が整えられたと一定
の評価を得ている。なお、昭和 60 年時点にお
いて、定年制を定めている企業のうち「60 歳
以上の定年制を採用」していたのは半数を超え
る数値に留まっていたことが報告されている。
「高年齢者雇用安定法」の制定後、折しも日
本経済が迎えた空前の好景気をバックとして、
民間企業における 60 歳定年の普及が進んで行
くことになる。平成元年には、厚生年金の定額
部分について、支給開始年齢を 65 歳までの引
き上げることが国会で可決、翌年（平成 2年）
の高年齢者雇用安定法改正においては、希望者
に対する 65 歳までの継続雇用の努力義務規定
が明記された。
その後、60 歳定年制は民間企業の多くに普

及し、平成 5年には一律定年制を有する企業の
うちの 80%で 60 歳以上の定年が導入されてい
た。こうした状況を踏まえて、平成 6年の高年
齢者雇用安定法改正においては、「60 歳定年制
の義務化」が盛り込まれ（平成 10 年 4 月施行）、
定年後の継続雇用に関する行政指導が明記され
ることとなった。
この段階において、厚生年金報酬比例部分の
支給開始年齢 65 歳までへの引き上げが現実感
を持つものとなり、高年齢者雇用に係るター
ゲットは「65 歳までの雇用確保」へとシフト
していったとされている。「65 歳までの雇用確
保」という目標は、第 9次雇用対策基本計画（平
成 11 年）において、65 歳定年普及を目指した

事業主への指導・援助の規定という形で明示さ
れ、平成 12 年の高年齢者雇用安定法改正にお
いては、事業主に対して、65 歳までの高年齢
者雇用確保措置を講ずる努力義務が課せられる
こととなった。
平成 13 年には、定年の引き上げ、雇用延長
と共に、募集・採用における事業主の年齢制限
緩和努力を規定した雇用対策法改正が行われ
た。さらに、平成 16 年に行われた高年齢者雇
用安定法改正においては、雇用と年金受給の接
続を保障するため「65 歳までの雇用延長措置
の義務規定」が明記された。
平成 15 年 7 月、厚生労働省の「今後の高齢
者雇用対策に関する研究会」は、高齢者雇用対
策の基本的な考え方として、「これまでのよう
な年齢を重視した雇用システムを見直し、意欲
と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続け
ることのできる社会の実現を図っていくことが
求められる」という提言を行った。さらに報告
書では、平成 13 年度から老齢厚生年金 1 階部
分の支給開始年齢段階的引き上げが開始される
こと、および団塊の世代が平成 19 年から平成
21 年にかけて 60 歳に達するという状況を見
据えて、｢雇用と年金との接続強化｣ ならびに
｢意欲・能力ある高齢者が働ける環境整備｣ が
課題として挙げられていた。
平成 16 年の高年齢者雇用安定法改正内容に
は次の 4点が含まれている。すなわち、第一に
「①定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年
の廃止のいずれかによる高年齢者の安定した雇
用の確保」、第二に「②事業主の都合により離
職する中高年齢者への求職活動支援書の作成・
交付」、第三に「③年齢制限を行う募集及び採
用についての理由の提示」、第四に「④シルバー
人材センターが行う一般労働者派遣事業の特
例」がその内容となっている。
その結果、平成 18 年度から、高年齢者雇用
確保措置として、①定年制の廃止、②年金支給
開始年齢の段階的引き上げに接続した定年年齢
の 65 歳までの段階的引き上げ、③継続雇用制
度の導入のいずれかの措置を実施することが義
務づけられた。
①は、定年制度そのものを廃止し、年齢を理

由とした労働契約の終了を行わないとするもの
である。②の定年年齢の引き上げについては、
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最終的に平成 25 年 4月より65 歳定年制が導入
されるスケジュールで、それ以前は段階的に義
務化年齢が引き上げられる経過措置となってい
る。③の継続雇用制度は、定年年齢自体は据え
置くものの、「勤務延長制度」及び「再雇用制度」
により、65 歳までの雇用を確保しようとするも
のである。その際、継続雇用制度では、原則と
して就労意欲のある希望者全員を対象とするよ
う規定しているが、同制度導入の場合のみ、対
象者を限定する基準の設定が可能となっている。
すなわち、事業主は労働組合あるいは労働者の
過半数を代表する者との労使協定締結により、
対象者の基準の決定が可能となったのである ii。
このうち、最も多くの企業で用いられたのが

「③継続雇用制度の導入」であった。継続雇用
制度とは、現に雇用されている高年齢者が希望
するときはその者を定年後も引き続いて雇用す
る制度のことで、｢勤務延長制度｣ と ｢再雇用
制度｣ の 2種類で運用が行われることが多いと
されている。①の定年引上げ、②の定年廃止と
異なり、継続雇用制度は定年を迎えた後、労働
者との雇用契約見直しを随伴しうるため、企業
にとって好都合であるという見解もある。厚生
労働省による「高年齢者の雇用状況（2016 年）」
によると、継続雇用制度を導入した企業が
81.3％、定年引上げを実施した企業が 16.1％、
定年の廃止を行った企業は2.7％となっている。
さらに同調査には、60 歳定年制を敷き、継続
雇用制度を導入した企業に おいては、定年到達
者の89.2％が継続雇用されているとのデータも
見られる。
こうして、65 歳までの雇用確保措置が義務

化されることになったわけだが、そこには一定
の留保がつけられていた。すなわち、雇用確保
措置のうちで、継続雇用制度の導入を選択した
場合における「継続雇用制度対象者の選抜」が
問題視されたのである。平成 16 年改正の高年

ii この時点においては、労使協定締結が仮に、「改正
高齢法」の施行時までにととのわなかった場合で
も、大企業は 2008 年度、中小企業は 2010 年度ま
でを「特例措置期間」として、就業規則等におけ
る基準の設定も可能とされた。なお、雇用確保措
置を設けない事業主に対する罰則規定はなく、助
言・指導・勧告などの行政指導にとどまっていた。

齢者雇用安定法では、労使協定によって基準が
定められた際には、継続雇用制度対象者につい
て選抜を行うことも可能となっており、65 歳
までの雇用確保措置の抜け道との疑念を与える
ものであった。
平成 24 年 8 月 ｢高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律の一部を改正する法律｣がだされ、
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準
の廃止が実現され、現在では定年後の雇用を希
望する者全員が継続雇用制度の対象にされるこ
ととなっている。

4．高年齢者雇用のポイント

前述のとおり、日本企業において高齢者雇用
施策のターゲットが 60 歳代前半の層に移った
ポイントは、1990 年に実施された高齢法改正
の改正に伴う「定年後 65 歳までの継続雇用の
努力義務規定新設」であった。すなわち、日本
企業には 1994 年の高齢法改正によって「60 歳
定年の義務化」が求められ、さらに 2000 年の
高齢法改正における「65 歳までの雇用確保措
置の努力義務」への対応を迫られることになっ
たわけである。
このような形で進められた高齢者雇用に係る
政策的展開に対し、今野（2014）は、企業にお
いて「福祉的雇用」的な高齢者雇用が行われる
ようになったと指摘している。すなわち、高年
齢者雇用安定法によって、企業には希望者全員
を段階的に 65 歳まで継続雇用することが求め
られるようになり、「定年の引き上げ」、「継続雇
用制度の導入」、「定年の廃止」のいずれかの措
置を講じることが義務づけられた。それら措置
の導入状況をみると、「継続雇用制度」が大多
数を占めており、かつ「継続雇用制度」を導入し、
かつ 60 歳定年制を敷く企業においては定年到
達者のうち 8割以上が継続雇用されている。
この点において、今野（前掲）は「60 歳定
年制と再雇用制度の組み合わせ」が日本企業に
広くみられる雇用施策であり、人事管理につい
てみると、60 歳定年までは正社員としての人
事管理、60 歳定年以降は非正社員（嘱託社員
など）として人事管理を適用するという形態で
あるとしている。その上で、シニア（高年齢者）
社員の担務、働き方について「定年時の仕事を
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続けるものの、職責は低下する」こと、および
「フルタイムで勤務するものの、転勤や残業を
伴わない」ことを指摘している。同時に、シニ
ア社員（高年齢者）の処遇については、賃金水
準が定年時賃金の 6割程度に設定され、その後
も賃金水準が働きぶりや成果に応じて見直され
ることなく維持されることを指摘する。これら
仕事と働き方および処遇（とくに賃金）の決定
について、「能力、仕事、成果に応じて賃金を
決定する」という原則から外れるものであり、
ゆえにシニア（高年齢者）社員の雇用の現状を
「福祉的雇用」と称している。
田口（2016）は、高年齢者雇用に係る上記の
展開、すなわちシニア（高年齢者）社員の「福
祉的雇用」に大きな影響を及ぼしたターニング
ポイントが、2004 年の高齢法改正（施行：
2006 年 4 月）への対応にあったと指摘する。
外部要因として、2004 年の高齢法改正にて法
的義務として「65 歳までの雇用確保措置」が
必須となったこと、日本企業の内部要因として、
団塊の世代を中心とするボリュームゾーンが当
該年齢に差し掛かる社員となる時期を控えたこ
とが対を成して、いわゆる「福祉的雇用」的発
想に基づく高齢者雇用のあり方にほころびの予
兆を見たわけである。ここに、日本企業がシニ
ア（高年齢者）社員の「戦力化」に本腰を入れ
る契機が見られる。
これらの整理に基づき、田口（前掲）では、
継続雇用制度導入企業 3社の事例研究を行う分

析枠組みとして、図表 3を示している。この分
析視角については、継続雇用制度導入企業の事
例にとどまらず、高年齢者雇用に取り組む企業
の施策展開、人事管理のポイントとなる部分で
あると思われる。
図表 3では、高年齢者雇用の分析視角として、
高年齢者雇用施策を「高年齢者雇用確保措置」
と「人事管理」に大別している。高年齢者雇用
確保措置については、「継続雇用制度のタイプ」
「設置されている制度（コース）の数」「採用の
決定方法」という 3つのサブカテゴリーを設け
て検討がなされる。人事管理については、「配
置管理」「就業条件管理」「人事評価」「賃金管理」
という 4つのサブカテゴリーから検討がなされ
る。これら諸点を自社の事情ならびにシニア（高
年齢者）社員の事情に照らして組み合わせるこ
とにより、シニア（高年齢者）社員の戦力化へ
の途がひらかれると思われる。

5．高齢者ニーズ調査の結果から

本章で扱う調査結果は、厚生労働省「生涯現
役社会」基盤整備事業の一環として平成 25 年
度から開始されたもので、本稿では平成 29 年
度調査の結果を利用する。調査に係るアンケー
ト調査票の設計、実施・回収・集計方法につい
ては、過年度でのやり方が踏襲されている。
平成 28 年度に行われた調査では、「高年齢者
雇用ニーズ調査（高年齢求職者版）」と「高齢

図表 3：高年齢者雇用施策の捉え方

出所：田口・岩崎・鬼丸（2016）p.3 より引用
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者雇用ニーズ調査（企業版）」の二段構えの構
成となっていたが、平成 29 年度調査において
は「高齢者雇用ニーズ調査（高年齢者求職者版）」
のみの実施となっている。

5 － 1．調査の目的および対象
本調査は、「働くことに関心がある中高年齢
者」および「高齢期の人生設計に関心がある人」
を対象としている。具体的には、高齢期におけ
る職業生活設計を支援するための「セミナー」
や「説明会」に申込、参加を行った参加者から
回答を得るというかたちをとっている。本調査
は、平成 29 年度に実施された中高年齢者向け
セミナーや説明会に参加したほぼ全員からの回
答を得ているという点で、それらの全数調査に
近い性質を有している。それゆえ、無作為のサ
ンプル調査形式をとるものではなく、統計学的
にみた代表性は担保しえないという限定はある
ものの、有益な結果が導き出されるものと思わ
れる。
本調査の対象とするのは、次に挙げる 2つの
タイプのセミナー、および 1つのタイプの説明
会の参加者である。生涯現役社会実現環境整備
事業の一環として実施されるセミナーには、2
つのタイプが含まれる。第一のタイプは、広く
地域住民に広報、周知の上で参加者を募集する
タイプの「一般セミナー」である。第二のタイ
プは、企業に勤務する従業員を対象とするもの
で、当該企業が主として（定年）退職を控えた
従業員向けに行うセミナー参加者に対して行わ
れるタイプの「企業セミナー」である。

5 － 2．調査の方法および時期
本稿で取り扱う「企業向け調査」の対象、調
査時期、回答数等は次のとおりである。
・調査対象： 高年齢者向け研修プログラムの参

加者。内訳は、①愛知県労働協会
生涯現役サポートセンター主催「生
涯現役セミナー」参加者、②愛知
県労働協会生涯現役サポートセン
ター主催「企業出張セミナー」参
加者、③愛知県シルバー人材セン
ターシニアワークプログラム地域
事業および高齢者活躍人材育成事
業にもとづく「技能講習」参加者。

・調査時期：2017 年 4 月～ 2018 年 2 月
・調査方法：集合調査法（準集合調査法）
・回答件数：371 件

なお、調査票の配布・回収・集計には、公益
財団法人・愛知県労働協会の担当者があたり個
人情報等の保護に注意が払われている。

5 － 3．調査の概要
調査票は、調査初年度に次のような設計思想
に基づいて作成されている。すなわち、「調査
票は高齢期にある人の収入および就業の状況と
就業・非就業の意思を明らかにするように設計
されている。その理由は 2つある。第一に収入
の状況は就業している人としていない人では
違っているであろうこと、第二に就業している
人にはどれぐらいまで働きたいのか、そして就
業していない人には就業意欲はあるのかどうか
を聞く必要があるからである」という設計思想
によるものである。前述のとおり、この調査票
は調査初年度の平成 26 年度時点において作成
されたものであるが、データの蓄積ならびに調
査票の安定性に鑑みて継続的な利用が行われて
いる。
調査票の構成について、具体的な質問内容を
交えながら概略を説明しておこう。問 1および
問 2は、調査対象者全員に対する質問である。
問 1 では調査時点における年齢を「59 歳以

下から70歳以上」までの5歳刻みで尋ねている。
続く問 2では、調査時点における仕事からの収
入の有無を「現在、収入のある仕事をしていま
すか」という文言で尋ねている。これは、回答
者における就業状況の現状確認を行うための質
問である。
この問 2 への回答から、（a）仕事を「して
いる」と回答した人には「問 3 から問 16」ま
での設問、（b）仕事を「していない」と回答
した人には「問 17 から問 28」までの設問にそ
れぞれ答えてもらう構成になっている。
これより、各設問に対する回答結果を以下に
示し、若干の考察を付して行く。その内容は概
ね筆者が執筆・監修を行った調査報告書の記述
と齟齬を来さないよう、①調査対象者全員への
質問（問 1および問 2）の回答、および②問 2
において「仕事をしている」と答えた人への質
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問（問 3 から問 16）の回答、の順に考察を試
みている。なお、以下で示される図表について
は、平成 29 年度調査の数値とともに前年度（平
成 28 年度）調査の値を示すものである。

5 － 3－ 1．回答者の特徴
1）年齢別構成（問 1）
平成 29 年の調査についてみると、年齢別で
は「59 歳以下」21.6％（前年 35.8％：前年比
▲ 14.2 ポイント）、「60 ～ 64 歳」39.2％（前年
30.7％：前年比＋ 8.5 ポイント）、「65 ～ 69 歳」
22.7％（前年 23.2％：前年比▲0.5ポイント）、「70
歳以上」16.6％（前年 10.2％：前年比＋ 6.4％

ポイント）である。この数値から、50 歳代と
60 歳代前半で全体の約 60％、65 歳以上の割合
が約 40％を占めているが、前年に比して後者
が 5ポイント程度増加している。

2） 収入のある仕事を「している」人と「し
ていない」人（問 2）

調査時点において、「収入のある仕事をして
いる」との回答が 37.8％、「収入のある仕事を
していない」との回答は 62.2％である。この傾
向は昨年度調査とほぼ同様である。
参考まで、昨年度（平成 28 年度）のデータ
を参照してみると調査時点において「収入のあ

出典：愛知県労働協会編（2018）p.13 より引用

図表 4：回答者の年齢構成

出典：愛知県労働協会編（2018）p.13 より引用

図表 5：収入のある仕事の有無
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る仕事をしている」との回答が 38.0％、「収入
のある仕事をしていない」との回答が 62.0％と
なっている。
調査時点において「収入のある仕事をしてい

るか否か」という要因は、高年齢者の就業行動
に少なからぬ影響を及ぼすものと考えられる。し
たがって、本節以降に示されている調査結果を
みる際にはこの点に関して注目する必要がある。
先述したとおり、本設問（問 2）において、「現
在、収入のある仕事を＜している＞」人には問 3
から問 16を、「現在、収入のある仕事を＜して
いない＞」人には問17から問28に回答してもらっ
ている。すなわち、問 2以降は、「現在、収入の
ある仕事をして＜いる＞」か「現在、収入のあ
る仕事を＜していない＞」かの分類により、それ
ぞれ異なる質問票への回答を求めている。
具体的には、現在、収入のある仕事を＜して
いる＞人には主に何歳ぐらいまで働きたいのか
という就業希望の年齢（問 9）とその理由（問
11 から問 16）を尋ねており、現在、収入のあ
る仕事を＜していない＞人には、就業の意思が
あるか否か（問 20）とその理由（問 21 から問
28）をたずねる構成になっている。
以下については、はじめに調査時点において、
①「現在、収入のある仕事を＜している＞」人
の就業の実態と就業への希望に関する回答結果
を示し、続いて調査時点において、②「現在、

収入のある仕事を＜していない＞」人の就業あ
るいは非就業の実態、および就業への希望に関
する回答結果を示すことにより、結果概要の説
明を試みる。

5 － 3 － 2．現在収入のある仕事をしている人
の就業ニーズ
1）現在の働き方（問 3）
現在仕事をしている人がどのような働き方を
しているのかに関する回答結果をみると、「自
営業主」8.0％（前年 4.5％：前年比＋ 3.5 ポイ
ント）、「会社・団体等の正規の職員・従業員」
24.1％（前年 32.1％：前年比▲8.0ポイント）、「会
社・団体などの役員」4.3％（前年 3.0％：前年
比＋ 1.3 ポイント）、「契約社員・嘱託社員・派
遣社員」31.6％（前年 29.1％：前年比＋ 2.5 ポ
イント）、「その他」31.9％（前年 31.3％：前年
比＋ 0.6 ポイント）である。
働き方では「契約社員・嘱託社員・派遣社員」
が 31.6％で最多、「会社・団体等の正規の職員・
従業員」が 24.1％であり、企業その他において
雇用される形態は高齢者の就労においても一般
的な働き方であることがわかる。一方で、「自
営業主」は 8.0％、「会社・団体などの役員」は
4.3％の回答であった。また、「その他」の回答
が 31.3％を占めている。なお、「その他」の回
答の中には、シルバー人材センター等から請負

出典：愛知県労働協会編（2018）p.15 より引用

図表 6：現在の働き方
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または委任というような形式によって地域社会
の「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務
（その他の軽易な業務とは、特別な知識又は技
能を必要とすることその他の理由により同一の
者が継続的に当該業務に従事することが必要で
ある業務）」を行っている場合が含まれている
と推測される。

2）現在の就労日数（問 5）
調査時点において「現在、収入のある仕事を
＜している＞」人がどの程度仕事をしているの
か、週当たりの就労日数をみると、次のように
なる。
「1週間に 5 日以上」就労しているとの回答
は 37.6％（前年 44.7％：前年比▲ 7.1 ポイント）、
次いで「1週間に 2～ 4 日程度」就労している
との回答は 51.3％（前年 36.2％：前年比＋ 15.1
ポイント）であり、この 2つの区分の回答合計
が 88.9％に達している。それ以外についてみる
と、「1 週間に 1 日程度」就労しているとの回
答は4.2％（前年10.6％：前年比▲6.4ポイント）、
「1 ヶ月に 2 ～ 3 日程度」すなわち週あたり 1
日未満の就労であるとの回答は 5.8％（前年

4.3％：前年比＋ 1.5 ポイント）、その他が 1.1％
（前年 4.3％：前年比▲ 3.2 ポイント）であった。

3）年金の受給（問 6）
問 6では、調査時点において「現在、収入の
ある仕事を＜している＞」人について、公的年
金受給の有無についてたずねている。「現在、
公的年金を受給していますか」という設問に対
して、「受給している」と回答したのが65.8％（前
年 59.3％：前年比＋ 6.5 ポイント）、「受給して
いない」と回答したのが 34.2％（前年 40.7％：
前年比▲ 6.5 ポイント）である。昨年度にくら
べ、公的年金を受給している割合が増えている。

4）年金以外の収入（問 8）
次に、年金以外の収入についてたずねた回答
結果を見てみよう。調査時点において「現在、
収入のある仕事を＜している＞」人の年金以外
の 収 入 額 は「5 万 円 未 満 」26.6 ％（ 前 年
37.3％：前年比▲ 9.7 ポイント）、「5 万円以上
10 万円未満」31.1％（前年 20.1％：前年比＋
11.0 ポイント）、「10万円以上 15万円未満」8.1％
（前年 6.7％：前年比＋ 1.4 ポイント）、「15 万

出典：愛知県労働協会編（2018）p.17 より引用

図表 7：現在の就労日数
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円以上 25 万円未満」13.7％（前年 14.9％：前
年比▲ 1.2 ポイント）、「25 万円以上」20.4％（前
年 20.9％：前年比▲ 0.5 ポイント）である。
これらの回答について「0 ～ 15 万円未満」
および「15 万円以上」の 2 つに分類し、数値
を見てみると前者は約 65％、後者は約 35％と
なる。この結果から、年金以外に得たいと考え
る収入の金額について「15 万円」が挙げられる。
この点については、各種の調査結果と整合的

である。総務省統計局の「家計調査報告」によ
ると、世帯主が 60 ～ 69 歳の世帯における消費
支出は約 29万円、世帯主が 70 歳以上では約 24
万円という調査結果が示されている（対象とな
る世帯数は二人以上）。それに対して、財団法人・
生命保険文化センターが行っている「生活保障
に関する調査（平成 28 年度）」によれば、「夫
婦 2人で老後生活を送る上で必要と考える最低
日常生活費」は月額 22.3 万円（平均）、「経済的

出典：愛知県労働協会編（2018）p.18 より引用

図表 8：公的年金受給の有無

出典：愛知県労働協会編（2018）p.20 より引用

図表 9：公的年金以外の 1ヶ月あたり収入額
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にゆとりのある生活を送るために必要な費用」
は月額 34.9 万円（平均）という回答となってい
る（回答数 4052 人）。前者の「夫婦 2人で老後
生活を送る上で必要と考える最低日常生活費」
が食費や光熱費、住居費等の基礎的消費に充て
られていることから考えると、前者と後者の差
額 12.8 万円という数値が重みをもってくる。
その意味において、基礎的な年金からの収入
が十分ではないという場合はもちろん、仮に基
礎的な年金である程度の生活資金を得られたと
しても、この部分に充てる収入を得るための就
労ニーズは無視できないであろう。

7）希望する就労年齢（問 9）
生涯現役社会の実現に向けて、より多くの高
齢者が就労を通じて社会参加を果たすことがで
きるようにする上で、就労希望年齢は基礎的な
情報をなしている。問 9では、「今後、何歳ま
で働きたいと思いますか」という設問を通じて
希望する就労年齢をたずねている。
調査結果について、順にみてみると「60 歳
くらいまで」3.6％（前年比＋ 1.3 ポイント）、「65
歳くらいまで」15.6％（前年比▲ 4.7 ポイント）、
「70 歳くらいまで」22.7％（前年比▲ 8.6 ポイ
ント）、「75 歳くらいまで」15.1％（前年比＋ 3.4
ポイント）、「働けるうちはいつまでも」43.0％
（前年比＋ 11.4 ポイント）である。

参考まで、昨年のデータを見てみると、「60
歳くらいまで：2.3％」、「65 歳くらいまで：
20.3％」、「70 歳くらいまで：31.3％」、「75 歳
くらいまで：11.7％」、「働けるうちはいつまで
も：34.4％」であった。
昨年度との比較を踏まえて注目すべき点は、

「働けるうちはいつまでも」との回答が 43.0％
で最も多くの回答を集め、次いで「70 歳くら
いまで」が 22.7％であった。「70 歳くらいまで」
「75 歳くらいまで」「働けるうちはいつまでも」
の合計が回答全体の 8割を超える。
この調査結果について、年金支給の開始年齢
の引き上げが検討されていること等の情報を報
道から得ていること、また企業における定年年
齢が段階的に引きあげられていく等の情報を得
ていること、といった影響は無視できないであ
ろう。

8） 「60 歳まで、または 65 歳くらいまで働き
たい」人の働く理由（問 10）

問 10 は、問 9 において「60 歳くらいまで」
および「65 歳くらいまで」を選択した人を対
象とした設問である。60 歳・65 歳といった年
齢で働くことをストップする理由を問おうとす
る設問であると推測されるが、その選択肢の設
定にはやや疑問が残る。最も多くの回答を集め
たのは「趣味・社会活動に取り組みたいから」

出典：愛知県労働協会編（2018）p.21 より引用

図表 10：就労を希望する年齢の上限
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であった。
上記に係るポジティブな部分とネガティブな
部分に分けて回答を見ていくとすれば、ポジ
ティブな面として「趣味・社会活動に取り組み
たいから」「経済的に余裕があるから」の合計
が 38.8％となる。一方、ネガティブな面として
「健康上の理由（17.3％）」「家庭の事情（15.3％）」
「適当な就職先が見つからない（14.3％）」「今
までの技能や経験を活かせないと思うから
（12.2％）」が見られる。後者が生涯現役を阻害
する遠因の 1つであるとすれば、これらの面へ
の目配りも欠かせない。

9） 「70 歳を超えても働きたい人」の働く理
由（問 11）

問 11 から問 16 は、調査時点において「現在、
収入のある仕事を＜している＞」回答者の「意
識」、とりわけ「就労に係る希望や気持ち」を
たずねる質問である。この設問の対象となるの
は問 9において「70 歳くらいまで」「75 歳くら
いまで」「働けるうちはいつまでも」を選択し
た人である。言い換えると「70 歳を過ぎても
働きたいと考える人」に、その年齢まで働き続
けたい主な理由を聞いている。
結果は「生活費をまかなうため、不足を補う

ため：24.4％（前年比▲ 11.5 ポイント）」、「将来
に備えて蓄えを増やすため：12.6％（前年比＋ 4.8

ポイント）」、「お小遣いがほしいから：16.3％（前
年比＋ 4.6 ポイント）」、「生き甲斐のため：
20.6％（前年比▲ 8.5 ポイント）」、「健康のため：
24.1％（前年比＋ 11.5 ポイント）」、「その他：
2.0％（前年比▲ 0.9％）」であった。
参考まで、昨年度のデータを見ると「生活費
をまかなうため、不足を補うため」35.9％、「将
来に備えて蓄えを増やすため」7.8％、「お小遣
いがほしいから」11.7％、「生き甲斐のため」
29.1％、「健康のため」12.6％、「その他」2.9％
である。
「生活費をまかなうため、不足を補うため」
と「将来に備えて蓄えを増やすため」という生
活維持的な理由によるものと「お小遣いがほし
いから」「生き甲斐のため」「健康のため」とい
う生活を楽しむためという傾向がほぼ拮抗して
いる。昨年度との比較でみると、「生活費をま
かなうため、不足を補うため」および「生き甲
斐のため」との回答が減少、「健康のため」が
大きく増加している。

10）仕事から期待する収入（問 12）
問 12 では、問 11 において「生活費をまかな
うため、不足を補うため」と回答した 35.9％の
人に「仕事による収入は 1ヶ月あたりどのくら
い必要ですか」とたずねている。
調査結果は「5万円未満」23.2％（前年比＋

出典：愛知県労働協会編（2018）p.22 より引用

図表 11：就労希望年齢の上限を 60歳、65 歳とする理由
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10.3 ポイント）、「5 万円以上 10 万円未満」
37.6％（前年比▲ 8.3 ポイント）、「10 万円以上
15 万円未満」14.4％（前年比＋ 0.9 ポイント）、
「15 万円以上 25 万円未満」17.6％（前年比▲ 6.7
ポイント）、「25 万円以上」7.2％（前年比＋ 4.5
ポイント）である。
参考まで昨年度のデータを見てみると「5万
円未満」13.5％、「5 万円以上 10 万円未満」
45.9％、「10 万円以上 15 万円未満」13.5％、「15
万円以上 25 万円未満」24.3％、「25 万円以上」

2.7％であった。

11）希望する職場（問 13）
問 13 では問 11 で「将来に備えて蓄えを増や
すため」「お小遣いがほしいから」「生き甲斐の
ため」「健康のため」「その他」に回答した人に
「今後、希望する働く場を以下から 1つ選択し
てください。」と聞いている。すなわち、働き
慣れた職場で続けて働きたいのか、それとも心
機一転して別の会社や違う雇用形態で働きたい

出典：愛知県労働協会編（2018）p.23 より引用

図表 12：就労希望年齢の上限を 70歳超とする理由

出典：愛知県労働協会編（2018）p.24 より引用

図表 13：仕事による収入の希望額（1ヶ月あたり）
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のか、を聞いている。
調査結果は「現在と同じ企業・団体で働きた
い」61.1％（前年 53.2％：前年比＋7.9ポイント）、
「現在とは異なる企業・団体で働きたい」
20.6％（前年 18.3％：前年比＋2.3ポイント）、「独
立して起業したい」1.3％（前年 7.3％：前年比
▲ 6.0 ポイント）、「有償型の社会参加活動をし
たい」11.8％（前年 14.7％：前年比▲ 2.9 ポイ
ント）、「その他」5.2％（前年 6.4％：前年比▲ 1.2
ポイント）である。
高年齢者の就業については、特にその定年後
においては同一の職場で働き続けたいとする傾
向が強くみられる。経団連（一般社団法人日本
経済団体連合会）が行ったアンケート調査の結
果（2016 年）によれば、継続雇用後の配置の
状況として「自社で職務を継続する高齢社員が
80％を超えている」と回答した企業は全体の 5
割を占める状況にある。本調査においても、「現
在と同じ企業・団体で働きたい」との回答が過
半（61.1％）を占めており、それらと整合的な
結果となっている。

12） 別の会社、別の働き方を選択する理由（問
14）

問 14 では問 13 で「現在とは異なる企業・団
体で働きたい」「独立して起業したい」「有償型
の社会参加活動をしたい」「その他」と回答し
た人に「「現在と同じ企業・団体で働きたい」
を選択しなかった主な理由」を聞いている。

調査結果は「自分のやりたい仕事ができない
から」23.2％（前年 28.9％：前年比▲ 6.7 ポイ
ント）、「余剰扱いされるから」6.3％（前年
13.3％：前年比▲ 7.0 ポイント）、「職場の雰囲
気や人間関係が良くないから」11.6％（前年
4.4％：前年比＋ 7.2 ポイント）、「賃金が安す
ぎるから」8.0％（前年 11.1％：前年比▲ 3.1
ポイント）、「待遇（身分・勤務時間・勤務場所）
に納得いかないから」16.1％（前年 11.1％：前
年比＋ 5.0 ポイント）、「その他」34.8％（前年
31.1％：前年比＋ 3.7 ポイント）である。
最多の回答を集めた「その他」の具体的な内
容が分からないため判断が難しいところである
が、それに次ぐ回答が「自分のやりたい仕事が
できないから」であることの意味は重い。「現
在と同じ企業・団体で働きたい」と思わない理
由の 1つが「自分のやりたい仕事ができない」
点にあるとするならば、企業の高年齢者活用に
おいて常々指摘されているところであるが、労
使双方にとって「仕事のマッチング」が重要で
あることを示唆している。
また、昨年度との比較でみると、雰囲気や人
間関係が良くないから」および「待遇（身分・
勤務時間・勤務場所）に納得いかないから」と
いう回答に増加が見られる。

13） 会社勤めをしたい人の希望する雇用形態
（問 14-2）

問 14-2 は、問 13 で「現在と同じ企業・団体

出典：愛知県労働協会編（2018）p.25 より引用

図表 14：今後の就労希望場所
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で働きたい」または「現在とは異なる企業・団
体で働きたい」と回答した人に「今後長く働き
続けるためには、どのような働き方がよいと思
いますか」とたずねている。
結果としては、「正規社員として、フルタイ
ムで働く：12.3％（前年比＋ 0.1 ポイント）」、「正
規社員として、勤務日数を短くして働く（3、4
日／週）：17.4％（前年比▲ 5.0 ポイント）」、「正
規社員として、1日の勤務時間を短くして働く
（4、5 時間／日）：10.7％（前年比＋ 4.6 ポイン
ト）」、「契約社員（嘱託を含む）として働く：
11.1％（前年比 0.9 ポイント）」、「派遣社員と
して働く：10.7％（前年比▲ 0.5 ポイント）」、
「パートタイマーとして働く：25.3％（前年比＋

1.8 ポイント）」、「その他：12.6％（前年比▲ 1.7
ポイント）」であった。
参考まで昨年度のデータを見てみると、「正
規社員として、フルタイムで働く」という回答
が 12.2%、「正規社員として、勤務日数を少な
くして働く（週 3日勤務、週 4日勤務等）」と
いう回答が 22.4%、「正規社員として、1 日の
勤務時間を短くして働く（1 日 4 時間勤務、1
日 5 時間勤務等）」という回答が 6.1%、「契約
社員（嘱託を含む）として働く」という回答が
10.2%、「派遣社員として働く」という回答が
11.2%、「パートタイマーとして働く」という
回答が 23.5%、「その他」が 14.3%であった。
昨年度との比較でみると、「正規社員として、

出典：愛知県労働協会編（2018）p.27 より引用

出典：愛知県労働協会編（2018）p.26 より引用

図表 15：今後の現職場での就労を希望しない理由

図表 16：今後就労を希望する形態

26 『経営管理研究所紀要』第 25 号 2018 年 12 月



1 日の勤務時間を短くして働く」、「契約社員（嘱
託を含む）として働く」、「パートタイマーとし
て働く」の回答が増加している。

6．まとめにかえて

本調査は、就労を希望する高年齢者に対して
「高年齢者の就業ニーズ」をたずねる構成になっ
ている。高年齢者については一般的に、その就
業意欲が高いことが各種調査によって明らかに
されている。生涯現役社会の実現を考えていく
場合、意欲と能力を有する人材が活き活きと、
生涯にわたって働き続けられることが望まし
い。その際、高年齢者の働く場と目されている
のは企業その他の組織ということになろう。
企業その他の組織の側から考えると、景況の

改善による人手不足感の高まりに照らして有為
な人材を確保したいとのニーズがあることも各
種調査によって明らかにされている。また、高年
齢者の雇用に係る社会的要請の高まりや企業の
社会的責任に鑑みても、企業その他の組織にお
いては65歳以上の雇用確保措置等、高年齢者雇
用への積極的な対応が不可欠となっている。
本調査の結果から、高年齢求職者については

「生涯現役への高い意欲」を有し、定年後を活
き活き暮らすための「勤務時間・勤務形態・収
入」を望む高年齢者の姿が抽出された。同時に、
高年齢者雇用のネックとなるのは、求職者側の
「趣味的活動・社会的活動」との両立への不安
であった。このような求職者サイドの就労ニー
ズ、企業サイドの雇用ニーズのミスマッチを避
けるため、研修・講習やセミナーの拡充が必要
となろう。
これらの諸点は本調査結果の含意するごく一
部を取り出したに過ぎないが、それでも高年齢
者雇用にかかる企業・求職者双方のニーズの一
端を示し、高年齢者雇用にかかる現状、今後の
課題、必要となる支援の方向性などを明らかに
するものである。
本調査において示される「高齢者の就労ニー
ズ」から、次のような特徴が抽出できる。第一
に「高い就労意欲をもった高齢者の姿」が浮か
び上がってくる。それは、就労希望年齢をたず
ねる質問（問 9、問 21）や、就業希望を尋ねる
質問（問 20）に表われている。　

まずは、調査時点において（b）仕事を「し
ていない」と回答した人の就労意欲は強いこと
が示されている。具体的には、約 90％が「今後、
収入になる仕事に就くことを希望（問 20）」す
ると答えており、65％を超える人が「70 歳以
上あるいは働ける間はいつまでも働きたい（問
21）」と答えている。つぎに、調査時点におい
て（a）仕事を「している」と回答した人の就
労意欲に関しても、強い意欲があることが示さ
れている。具体的には、80％を超える人が「70
歳以上あるいは働ける間はいつまでも働きたい
（問 9）」と答えている。両者を通じて、最も多
くの回答を集めたのは「働けるうちはいつまで
も」である。
また、本調査において示される「高齢者ニー
ズ」からは、第二に「仕事を通じて生活を組み
立てようとする高齢者の姿」が浮かび上がって
くる。それは、仕事から期待する収入額（問
12、問 24）をたずねる質問や、就労希望年齢（問
9、問 21）をたずねる質問に表出している。
仕事から期待する収入額については、「5万
円～ 15 万円未満」に含まれる回答が（a）仕
事を「している」と回答した人で 75.4％、（b）
仕事を「していない」と回答した人で 79.0％で
あった。この結果から、高年齢者の生活におい
て、年金以外の収入として「15 万円」程度が
必要であるとの実感があることがわかる。総務
省統計局の「家計調査報告」によると、世帯主
が 60 ～ 69 歳の世帯における消費支出は約 29
万円、世帯主が 70 歳以上では約 24 万円という
調査結果が示されている。
それに対して、財団法人・生命保険文化セン
ターが行っている「生活保障に関する調査（平
成 28 年度）」によれば、「夫婦 2人で老後生活
を送る上で必要と考える最低日常生活費」は月
額 22.3 万円（平均）、「経済的にゆとりのある
生活を送るために必要な費用」は月額 34.9 万
円（平均）という回答となっている（回答数
4052 人）。前者の「夫婦 2人で老後生活を送る
上で必要と考える最低日常生活費」が食費や光
熱費、住居費等の基礎的消費に充てられている
ことから考えると、前者と後者の差額 12.8 万
円という数値が導出される。この数値が、公的
年金等の収入と合算して、高齢者の暮らしを成
り立たせるための額として現実的な線であるこ
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とを示すものであるかもしれない。
日本企業において高齢者雇用施策のターゲッ
トが 60 歳代前半の層に移ったポイントは、
1990 年に実施された高齢法改正の改正に伴う
「定年後 65 歳までの継続雇用の努力義務規定新
設」であったとされる。すなわち、日本企業に
は 1994 年の高齢法改正によって「60 歳定年の
義務化」が求められ、さらに 2000 年の高齢法
改正における「65 歳までの雇用確保措置の努
力義務」への対応を迫られることになった。こ
のような形で進められた高齢者雇用に係る政策
的展開に対して、それら事態が企業において「福
祉的雇用」的な高齢者雇用が行われるように
なったと表現されることもある（今野浩一郎『高
齢社員の人事管理─戦力化のための仕事・評価・
賃金』中央経済社、2014 年）。
企業における仕事と働き方および処遇（とく
に賃金）の決定について見ると、「能力、仕事、
成果に応じて賃金を決定する」という人事管理
の一般原則がある。一方でシニア社員への人事
管理に関しては、そことは異なる適用がなされ
ており、それゆえにシニア（高年齢者）社員の
雇用が「福祉的雇用」であるとしている。
その含意たる「福祉的雇用」を噛み砕くと次

のような状況認識が導出される。まず、高年齢
者雇用安定法によって、企業には希望者全員を
段階的に 65 歳まで継続雇用することが求めら
れるようになり、「定年の引き上げ」、「継続雇用
制度の導入」、「定年の廃止」のいずれかの措置
を講じることが義務づけられた。各種調査に示
されたそれら措置の導入状況に照らすと、「継
続雇用制度」の採用が大多数を占めている。そ
して「継続雇用制度」を導入し、かつ 60 歳定
年制を敷く企業においてみると、定年到達者の
うち8割以上が継続雇用されている状況にある。
こうした点において、今野（前掲）は「60
歳定年制と再雇用制度の組み合わせ」が日本企
業に広くみられる雇用施策であり、人事管理の
様態は、60 歳定年までは正社員としての人事
管理、60 歳定年以降は非正社員（嘱託社員など）
としての人事管理を適用するという形態がとら
れていると指摘する。
その上で、シニア（高年齢者）社員の担務に
ついて「定年時の仕事を続けるが、職責は低下
する」こと、および「フルタイムで勤務するが、

転勤や残業を伴わない」働き方になっている現
状を指摘している。また、シニア社員（高年齢
者）の処遇については、賃金水準が定年時賃金
の 6割程度に設定され、その後も賃金水準が働
きぶりや成果に応じて見直されることなく維持
されることがある点にも言及している。いわゆ
る「福祉型雇用」を超えて、生涯現役社会の実
現を図ろうとする取り組みが必要とされる。
就労希望年齢については、「60 歳くらいまで」
と「65 歳くらいまで」および「70 歳くらいまで」
に含まれる回答が（a）仕事を「している」と
回答した人で 41.9％、（b）仕事を「していない」
と回答した人で 64.4％であった。企業における
定年延長や継続雇用等の制度によって定年年齢
が 65 歳へと段階的に引きあげられて、公的年
金の支給開始年齢の引き上げが議論されるな
か、「65 歳を超えて 70 歳ぐらいまで働く」こ
とが高齢者の認識にある。
また、本調査において調べられた「高齢者ニー
ズ」からは、「公的年金の受給と就労ニーズの
関連性」が浮かび上がる。公的年金受給の有無
を尋ねた質問（問 6、問 17）から、年金以外の
収入額について「5 万円～ 15 万円未満」に含
まれる回答が（a）仕事を「している」と回答
した人で 75.1％、（b）仕事を「していない」
と回答した人で 30.2％であった。とくに後者に
ついては、「年金以外の収入はない」が最も多
く 60.9％となっている。
上記のような高齢者の実情を踏まえて、高齢
者の希望、とくに「高齢者の就労ニーズ」につ
いて、調査時点において（a）仕事を「している」
とした人と（b）仕事を「していない」とした
人の回答の特徴をまとめる。

1）　現在仕事をしている人の希望
まず、現在仕事をしている人の回答について、
その特徴を整理して記述する。
①現在の働き方について：現在の働き方をた

ずねた設問（問 3）から次のことが明らかになっ
た。調査対象のうち、現在仕事をしている人の3
分の 1が「契約社員・派遣社員・嘱託社員：
31.6％（前年 29.1％）」として働いており、「会社・
団体等の正規の職員・従業員：24.1％（前年
32.1％）」という回答が続く。また、「その他：
31.9％（前年 31.3％）」の回答も多くみられる。
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この部分の詳細についても「高年齢者の就業」
を考える上で、見るべき必要があるかもしれない。
②収入の状況について：公的年金以外の収入
をたずねた設問（問 8）から次のことが明らか
になった。調査対象のうち、現在仕事をしてい
る人の 20.4％（前年 20.9％）が公的年金以外
の収入として「25 万円以上」の収入を得ている。
この割合に「15 万円以上 25 万円未満 13.7％（前
年 14.9％）」の回答を加えると、3 分の 1 超が
そこに含まれることになる。年金の受給状況（問
6）については「受給している」が 65.8％（前
年 59.3％）、「受給していない」が 34.2％（前
年 40.7％）である。その年金受給額については、
「5万円未満」も 13.5％（前年 17.9％）あるが、「5
万円以上 10万未満」が 25.8％（前年 34.5％）、「10
万 円 以 上 15 万 円 未 満」が 20.9 ％（ 前 年
24.7％）、「15万円以上 25万円未満」も 37.3％（前
年 20.2％）である。
③就労を希望する年齢について：就労を希望
する年齢について尋ねた設問（問 9）から次の
ことが明らかになった。就労希望年齢について
「60 歳くらいまで」と「65 歳くらいまで」およ
び「70 歳くらいまで」に含まれる回答は全体
の 41.9％（前年 53.9％）であり、「70 歳以上、
働ける間はいつまでも」という回答が43.0％（前
年 46.1％）である。
④ 70 歳を超えて働きたい理由について：70

歳を超えて働きたい理由をたずねた設問（問
11）から次のことが明らかになった。最も多く
の回答を集めたのは「生活費をまかない、不足
を補うため」で 24.4％（前年 35.9％）、次いで「健
康のため」が 24.1％（前年 12.6％）、「生き甲斐
のため」が 20.6％（前年 29.1％）となっている。
高齢者の就労意欲の背景には、生活を成り立た
せたいという気持ちとともに、仕事に健康や生
き甲斐を求める気持ちがあることが伺える。
⑤仕事から期待する収入について：「生活費

をまかない、不足を補うため」に必要とされる
仕事からの収入額をたずねた設問（問 12）か
ら次のことが明らかになった。仕事から期待す
る収入については、1ヶ月あたり「15 万円未満」
までの回答が 75.2％（前年 72.9％）を占めて
いる。
⑥働く場所について：「将来の貯蓄」、「生き
甲斐」、「健康」、「小遣い」、「その他」のために

働きたい人に、今後働きたい場所を尋ねる設問
（問 13）から次のことが明らかになった。「現
在と同じ企業・団体で働きたい」とする回答は
最も多かった（61.1％：前年 53.9％）。一方で、
「現在とは異なる企業・団体で働きたい（20.6％：
前年 18.3％）」や「有償型の社会参加活動をし
たい（11.8％：前年 14.7％）」にも多くの回答
が集まった。
別の会社、別の働き方を選択する理由をたず
ねた設問からも、高齢者の就労ニーズの一端が
伺える。働きなれた職場を離れ、別の会社で別
の働き方を希望する背景には、「自分のやりた
いことができないから（23.2％：前年 28.9％）」
「待遇・賃金に納得いかないから（24.1％：前
年 22.2％）」「職場の雰囲気や人間関係が良くな
いから（11.6％：前年 4.4％）」という理由が垣
間見える。

2）　現在仕事をしていない人の希望
次に、現在仕事をしていない人の回答につい
て、その特徴を整理して記述する。
①就労希望について：収入のある仕事をした
いかたずねた設問（問 20）から、「収入になる
仕事をしたいと思う」という回答は 89.9％（前
年 94.6％）であった。就労希望年齢（問 21）
について「60 歳くらいまで」と「65 歳くらい
まで」および「70 歳くらいまで」に含まれる
回答は全体の 64.4％（前年 59.9％）、「70 歳以上、
働ける間はいつまでも」という回答は28.4％（前
年 30.0％）であった。
②収入の状況について：年金の受給状況（問
17）については、「受給している」が 46.8％（前
年 39.0％）、「受給していない」が 53.2％（前
年 61.0％）である。その年金受給額（問 18）
については、「15 万円以上 25 万円未満」が
31.9％（前年 31.4％）、「5万円以上 10 万未満」
が 20.1％（前年 13.3％）、「10 万円以上 15 万円
未満」が 20.8％（前年 26.7％）、「25 万円以上」
も 3.8％（前年 2.2％）あるが、「5 万円未満」
も 23.3％（前年 16.7％）である。また、公的
年金以外の収入を尋ねた設問（問 19）からは、
60.9％（前年 57.6％）の人が「年金以外の収入
はない」と回答しており、いわゆる「年金暮ら
し」をされていることが推察される。
③ 70 歳を超えて働きたい理由について：70
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歳を超えて働きたい理由を尋ねた設問（問 23）
から次のことが明らかになった。最も多くの回
答を集めたのは「生活費をまかない、不足を補
うため」で 32.2％（前年 52.1％）、次いで「生
き甲斐のため」が 23.3％（前年 18.5％）、「健
康のため」が 17.2％（前年 6.8％）となっている。
現在＜仕事をしていない＞人からの回答には、
仕事を通じて生活を成り立たせたいという気持
ちが顕著に反映されていると考えられる。
④仕事から期待する収入について：「生活費
をまかない、不足を補うため」に必要とされる
仕事からの収入額を尋ねた設問（問 24）から
次のことが明らかになった。仕事から期待する
収入について最も多くの回答を集めたのは「5
万円以上 10 万円未満」の 39.5％であった。さ
らに、1ヶ月あたり「10 万円以上から 15 万円
未満：32.2％」の回答を合計すると 71.7％、「5
万円未満：7.3％」の回答を合計すると 79.0％
に達する。
⑤希望する雇用形態・職種について：「将来
の貯蓄」、「生き甲斐」、「健康」、「小遣い」、「そ
の他」のために働きたい人に、希望する雇用形
態を尋ねる設問（問 25）から次のことが明ら
かになった。最も多くの回答を集めたのは「雇
用（パートタイム）」の 62.5％（前年 49.7％）
であり、次いで「有償型の社会貢献活動をした
い：12.4％」「雇用（フルタイム）：10.2％（前
年 23.6％）」となっている。希望収入と雇用形
態は密接な関連を有するものと推察されるた
め、パートタイムないしフルタイムでの雇用を
希望する回答が多くを占めている。
希望する職種については、「事務（総務、人事、
事務用機器の操作等）：41.4％（前年 20.2%）」
「サービス業務（飲食物調理、接客、ビル管理等）：
30.3％（前年 14.1%）」、「専門的・技術的職業（法
務、開発、技師等）：25.3％（前年 13.6%）」「運
搬・清掃・包装等：20.7％（前年 8.1％）」など
が回答の上位を占めている。
本調査から浮かび上がった「高齢者雇用ニー
ズ」として次のようなポイントが指摘できると
考える。高年齢求職者については「生涯現役へ
の高い意欲」を有し、定年後の活き活きとした
暮らしのための「勤務時間・勤務形態・収入」
を望む高年齢者の姿が抽出された。
同時に、高年齢者雇用のネックとなるのは、

求職者側の「趣味的活動・社会的活動」との両
立および「健康問題」への不安、懸念であった。
このようなかたちでの求職者サイドの就労ニー
ズと、企業サイドの雇用ニーズのミスマッチを
避けるため、研修・講習やセミナーの拡充が必
要となろう。
上記のとおり、高年齢求職者の就労ニーズと
して、調査からいくつかの特徴が明らかになっ
た。しかし、これら就労ニーズを満たし、実際
の就労へと結びつけることは簡単ではないもの
と思われる。一般的に高年齢者雇用においては、
いくつかのミスマッチ解消が望まれる。その典
型は「仕事と就労希望のミスマッチ」、および「仕
事と能力のミスマッチ」であると思われる。
前者については、就労意欲にあふれた高年齢
者がいたとしても、その能力を発揮する場や機
会が企業その他の組織においてきわめて限定的
であるという状況から導出されるものである
が、このことは社会的にみて全体最適に叶うも
のであるとはいえない。後者については、企業
その他の組織において担当人員を必要とする仕
事があったとしても、高齢者の側にそれを遂行
するための専門性を欠く場合が考えられる。
これらを発展的に解消するために、各種の講
習会・セミナー等の拡充を図り、より幅広い能
力の向上に資するメニューを揃えることが必要
になるだろう。ただし、そのメニューやカリキュ
ラムについては、実現可能性と効果測定、さら
にはコスト面の妥当性を充分に評価する必要が
ある。

謝辞：本稿がなるにあたっては、愛知高年齢者
就業促進協議会の委員各位、設置主体である愛
知労働局より各種資料の説明、および有益なア
ドバイスを賜った。また、愛知県産業労働部労
政局就業促進課、および独立行政法人高齢・障
害・求職者支援機構愛知支部には「高年齢者雇
用推進セミナー」への参加・意見交換、実踏調
査の際のお力添えを賜った。そして、本稿のベー
スとなった調査研究を実施した愛知県労働協会
には、結果の掲載についてご快諾を戴いた。謹
んで感謝申し上げる次第である。なお、本稿の
一部は、愛知県労働協会編（2018）に所収を加
筆の上、改稿を施したものである。
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